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―本日はお忙しい中、建材マンスリーの取

材に時間をとっていただき有難うございまし

た。最近は環境意識の高まりで森林のＣＯ２

吸収機能が注目されています。まずは、国内

の森林や林業に現在どのような動きが生じて

いるかお聞かせください。

国内の森林・林業の動き
島田次長：今年から京都議定書の第一約束

期間が始まりましたが、2012年までに日本国

全体でＣＯ２の排出量を６%削減することと

されており、そのうちの半分以上の3.8%を森

林による二酸化炭素の吸収によって確保する

こととされています。

このため、京都議定書の目標達成を図るた

めには、６年間に330万haの間伐を実施して

いく必要がありますが、この間伐を計画的に

△
 

国産材の復活を柱に総

合的施策を展開している

林野庁。国内の森林・林

業の動きをはじめとする

森林経営支援と山村対

策、木材の需要拡大策、

そして200年住宅や新し

い取組み等々、この９月

19日付で長官に就任した

内藤邦男氏の補佐役とし

て、豊富な経験を活かし

て奔走する島田泰助林野

庁次長に「国産材時代の森林・林業と木材産業」について聞いた。聞き手は住友林業㈱木

材建材事業本部営業管理部（建材マンスリー編集室）荻本博樹。

進めていくためには森林所有者の協力が必要

となりますし、間伐材の利用先の確保も重要

な課題となっています。

日本の森林を見てみると、戦後、植林され

た人工林が年々、成熟しており、人工林のう

ちの約４割弱が資源として本格的な利用可能

時期に達しています。このため、今後につい

ては、主伐した木材の需要先の確保について

も重要な課題となります。

略歴：昭和28年生まれ、昭和51

年東京大学農学部林学科卒同年

農林省入省、平成16年九州森林

管理局長、平成18年森林整備部長、林政部長

を経て、平成20年7月より現職（林野庁次長）
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国産材時代の森林・林業と木材産業

日本林業は再生のチャンス
地球温暖化防止へ向け「見える化」推進

島田泰助（しまだ・たいすけ）氏
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このように国内の森林・林業においては環

境面・森林経営の面から木材、とりわけ国産

材の利用を進めることが求められています。

更に、現在海外の状況が大きく変化してお

り、今まで国産材を離れて輸入材にシフトし

ていた流れが、もう一度国産材を見直そうと

いう流れに変わってきています。

実際、合板業界や集成材業界では輸入材か

ら国産材へとシフトする流れが出てきまし

た。国内の林業を立て直し、求められる製品

を安定的に供給しつつ日本の林業を再生して

いくことが、今私共に求められている大きな

課題であると認識しているところです。

―では、川上の森林・林業対策について、

これまでの経過と今後の取組をお聞かせくだ

さい。

森林・林業対策の経過と今後の取組
島田次長：川上の林業については、日本特

有の問題点がいくつかあります。例えば地形

が急峻である、所有規模が零細で施業の単位

が小さい、不在村森林所有者が増えており、

現地では隣接する森林所有者との境界も明ら

かでないといった問題です。

今まで森林所有者に対する造林の補助、製

材工場への融資など様々な施策を行ってきま

したが、海外から入ってくる輸入材に対して

国産材は価格・品質だけでなく安定供給の面

で遅れをとり、シェアを落としてきたという

のがこれまでの状況でした。

国産材がシェアを失っていくにつれて原木

の価格が下がり、森林所有者の施業意欲が失

われてきたと考えています。このような状況

を改善し、国産材が輸入材に価格・品質・安

定供給といった面から対抗出来るよう、平成

18年度から新生産システムが全国11ヵ所でス

タートしました。

これは、川上と川下が連携して国産材流通

の大きな流れを作り、外材に対抗できる体制

△
 

を構築しようという取組です。

また、こうした流れを全国各地で作ってい

くためには価格面、安定供給面での整備を進

める必要があることから、川上では施業の集

約化、高性能林業機械の導入、作業路網の整

備などの施策を進めています。

集約化では森林所有者がまとまり施業の単

位を拡大し効率的な作業を進める、施業単位

の拡大に際しては高性能林業機械を導入しコ

ストダウンを図っていく、そして、そのため

に必要な低コストの作業路網を整備していく

ということです。従来は架線集材が中心でし

たが、作業路網が整備されると高性能林業機

械による集材が可能となります。

―山村対策はどのような施策を考えられて

いますか。

山村対策
島田次長：山村問題は林業経営と裏腹の問

題と考えており、収入機会をどう確保するか

が重要な課題です。山村で収入があれば人は

定着しますので、森林の価値を最大限に生か

しながら収入機会を出来るだけ確保していき

たいと考えています。

例えば、現在国内での排出量取引が議論さ

れていますが、この中に森林や木材の役割を

評価できないか、すなわち今まで熱源であっ

た重油や灯油などを再生可能な森林資源であ

る木材―例えばペレットストーブやチップボ

イラー―で代替することにより生じるＣＯ２

の排出削減効果を評価し、これを排出削減ク

レジットとしてマーケットの中で取引するこ

とができないかと考えています。

平成21年度の予算では、こうしたクレジッ

トを取扱う山村再生支援センターの創設を要

求しているところですが、日本の山には間伐

が実行された後使われないで捨てられている

資源が非常に多く残されています。

それが重油にかわって新しいエネルギー源

△
 

山村再生支援センター
創設に向け予算要求

全国11ヵ所でスタート
した“新生産システム”
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となれば環境面で貢献でき、また、ＣＯ２の

排出量取引マーケットの中で森林資源を貨幣

価値で評価することは、森林に新しい付加価

値を生み出すことにつながります。

エネルギー源を木質に変えることによって

ＣＯ２をどれだけ削減したかを評価する役割

を山村再生支援センターが果たす、こういう

形ができれば山村に新しい価値が生まれ山村

地域の活性化に結びつくのでないかと考えて

います。

日本の山に捨てられている資源を活用する

ことは、環境面での貢献のみならず、林業収

入にもつながることから山村地域の活性化に

大きな意味を持っています。このため、林地

残材―今まで山に捨てられていた根株や梢端

部など―の活用に力を入れて21年度の予算要

求を行っています。

柱や造作材などに使われるものに加えて、

最近では少し曲がったものでも合板に使われ

るなど、全体的に木材の用途が広がっている

ことは間違いありません。

しかしながら、それ以外は価格が安いため

ほとんど使われておらず、年間850万m3もの

林地残材が発生しています。

これをバイオマスやチップとして活用する

など様々な用途を開発し、新たな価値が見い

出されれば、森林所有者の所得となるのみな

らず、森林組合や素材生産業者等の新たな仕

事にもなり、山村地域の活性化につながりま

す。

―ここ数年の原油・原材料の高騰、資源国

の資源政策の強化など需給環境が大きく変化

していますが、木材についての需給環境はど

のような状況にありますか。

木材の需給環境について
島田次長：木材需給を巡る情勢は、ここ数

年で大きく変化しています。特に来年１月に

向けロシアの丸太輸出税が25%から80%へ引

き上げが予定されており、これまで北洋材を

主として取り扱っていた合板工場や製材工場

では原料転換が求められています。今後につ

△
 

いては、中国やインドなどのマーケットがど

のように動くのか見極めながら対応する必要

があると思われますが、日本が主導権を握っ

てマーケットが動くという時代は終わったと

考えています。

したがって、国産材を安定的に供給できる

体制を作っていき、産業界にとっても利用可

能な選択肢が増えるように国産材と外材とを

併せながら様々な需要に応えていく必要があ

ると思います。

―では、川下の需要拡大や木材産業対策の

現状と平成21年度の取組をお聞かせくださ

い。

木材需要拡大と木材産業対策
島田次長：なぜ国産材が輸入材にマーケッ

トを取られてきたかを考えると、製品の質、

供給、価格の面で問題があったと思われます。

従来、国内の製材工場は比較的小規模であっ

たため製材コストがかかり価格面で競争がで

きない、また、品質面でもきっちり管理され

たものを供給できない、そしてマーケットが

求める商品を求める時期に供給できなかった

という問題がありました。

しかしながら、乾燥材の生産を進めて品質

を向上し、安定した量を供給し、価格競争力

をつければ国産材でも十分マーケットを取れ

ると思っています。

△
 

拡大する国産材マーケット
顔の見える木材での家造り

作業路からの高性能林業機械による集材作業
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現にそのような動きが始まっており、例え

ば合板用材においては輸入材と比較して国産

材が質的・価格的に競争可能な状況となって

おり、かつ、安定的な供給も行われているこ

とから、国産材のマーケットが徐々に拡大し

つつあります。集成材においても質・量・価

格の面で競争ができれば同じようにマーケッ

トを増やしていくことができると考えていま

す。

製材品については集成材との競争が出てく

るという難しい面がありますが、乾燥で質を

高め、安定した量を提供し、価格面でも条件

が整えれば国産材のマーケットが更に広がっ

ていくものと考えています。

また、日本の住宅に高品質、高付加価値を

求める需要者も多勢いらっしゃいますので―

200年住宅の動きもそうでしょうが―様々な

ニーズに応えられるよう、顔の見える木材で

の家づくりという形でユーザーの要求に応え

る、地域材の特性を生かした地域型住宅づく

りへの助成を行うなどの施策を検討していま

す。

マンション内装材などへの国産材の利用拡

大も考えていく必要があります。新しい市場

を獲得するためには市場が求めるものを作ら

なければなりません。

国産材がマンションの室内でも使われるた

めには、しっかりとした乾燥が行われ曲がっ

たり割れたりしない、更には、消費者が使い

やすいといったものを具体的に提供できるか

どうかがポイントとなりますので、こうした

製品の開発等に対する助成にも取組んでいま

す。

―先ほど200年住宅の話が少し出ましたが、

住宅の長期化は注目されているところですの

で林野庁として何か取り組みがあればお願い

します。

200年住宅への取組
島田次長：私共は住宅部材を提供するとい

う立場で200年住宅への関わりを考えていま

す。200年住宅は、長く使っていく品質の高

い住宅というコンセプトですので、それに対

応できるような高強度・高耐久部材の開発・

普及が要求されます。

このため、厚ものラミナｰの活用や、耐久

力があり長寿命を意識した内装部材などの製

品の開発・普及、品質管理・表示体制の整備

等を進めていきたいと考えています。また、

国土交通省とも連携し、200年住宅に地域材

が使われるよう、木材の良さの普及などにつ

いても取り組んでいきたいと思っています。

―違法伐採への対応についてはどのように

考えられますか。

違法伐採について
島田次長：違法伐採を行わないということ

は森林所有者が守る当然の責務と考えていま

す。内外無差別ということがありますので、

日本の国内でも合法性が証明されたもの、持

続可能性が証明されたものを使っていくよう

な流れは今後さらに進むものと思われます。

また、森林所有者にとって、伐採後に更新

を行い森林資源を循環可能な形として利用し

ていくことは、森林が有する公益的機能を高

度に発揮する観点からも求められる責務であ

ると考えています。

森林が果たす公益的機能があって初めて

色々な補助や助成制度が成り立っているわけ

ですから、環境問題への関心が高まりを見せ

る中にあって、森林所有者はこうした流れを

きちっと受け止めるような対応が必要だと考

えています。

―排出量取引の試行が10月から始まったわ

けですがこれに関連して林野庁としての取組

がありましたらご紹介ください。

△
 

△
 

長寿命化に向けた製品開発
や表示体制の整備など推進

地域材の特性を生かした
地域型住宅への助成検討
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新しい取組について
島田次長：先ほど排出量取引の中に森林や

木材の機能を組み込むことができるように取

り組んでいるとお話しましたが、機能の部分

については、木材を使うことによってＣＯ２

の排出がどの程度削減され、それを環境負荷

軽減の観点からどのように評価していくのか

がポイントとなります。

このため、私共は木材を使うことによって

得られる効果を定量化出来るよう「見える化」

の検討会を行っているところです。

木材は製造過程のエネルギー消費が非常に

少ない素材ですので、いろいろなところに使

うことで環境負荷の高い資材の消費を抑える

といった効果が期待されます。こうしたこと

も含めて「見える化」検討会の中で森林や木

材利用の効果をまさに目に見えるようにして

いきたいと考えています。

また、平成21年度に向けて税制の関係では

木造住宅の減税について要望しています。こ

れは、木造住宅を建てる時にこの家はどれだ

けのＣＯ２を固定しているのかという点に着

目したものです。

家が壊され燃やされるまでは、そこに使わ

れている部材は森林と同じようにＣＯ２を固

定していることから、ＣＯ２を固定する機能

に対して評価を行い、木造住宅を建てること

に対して減税措置で優遇することができない

かと考えているところです。

こうしたＣＯ２の固定機能についてはこれ

からも色々な場で議論されていくことになり

ますが、排出量取引については、先ほどの山

村再生支援センターを活用し森林や木材利用

に適用できるよう対応していきたいと思って

います。

また、住宅減税については、これが実現す

れば、住宅を購入する消費者の方々が、木造

住宅は環境に優しいものだと適切に評価して

△
 

いただけるのではないかと思いますし、この

ような取組は、木材の需要拡大という面にも

大きく貢献するものと考えています。

―最後に林政に対する抱負と建材マンスリ

ー読者へのメッセージをお願いします。

林政への抱負と読者へのメッセージ
島田次長：日本の林業は、戦後造成された

人工林が徐々に成熟期を迎えつつあり、これ

からは本格的な利用についても考えていかな

ければならないと思います。

このような中で外材の状況や環境問題など

様々なファクターを考えてみますと、日本の

林業はまさに再生のチャンスを迎えていると

思います。

チャンスを掴むためには川上自らがコスト

の削減を図り、川中・川下で使っていただけ

るように安定供給体制の整備を進めて行かな

ければなりません。私共は、森林・林業そし

て木材産業の関係者の方々と協力し、こうし

たチャンスをしっかりと掴んで国産材が市場

を取り戻せるよう取り組んでいきたいと思っ

ています。

建材マンスリーの読者の方々には、充実し

つつある国内の森林に目を向け、国産材の利

用を図っていただきたいと思っています。我

が国の木質資源を有効利用することは、森林

の整備を通じて地球環境問題への対応につな

がり、また、山村の活性化にも大きく寄与し

ます。

川上の森林・林業は需要者側の皆様の要望

に応えられるよう施業の集約化や路網の整備

等に取り組んでいますので、日本の森林資源

についても、是非期待し、活用していただき

たいと思っています。

―本日は、長時間、有益な話をしていただ

きありがとうございました。今後のご活躍を

期待いたします。

△
 

21年度に向け住宅減税要望
木材の需要拡大面にも貢献

必要な安定供給体制の構築
取り戻したい国産材の市場
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国土交通省の平成21年度の予算概算要求が

このほどまとまった。住宅局関係予算は①高

齢者等が安心して暮らせる住宅セーフティネ

ットの充実②低炭素社会に向けた住宅・建築

物の省資源・省ＣＯ２対策の推進③住宅スト

ックの有効活用等による住宅生活の向上など

を柱に、住宅対策として前年度比1.14倍の

7,477億円を計上した。本稿では、（社）日本住

宅協会が国土交通省の後援を得て主催したセ

ミナー（平成20年度住宅問題夏期大学講座、

8. 28、東京）から、住宅政策と住宅局関係予

算概算要求の概要を抜粋してみた。

平成21年度住宅局関係予算概算要求は、住

生活基本計画の目標の一つである良質な住宅

ストックの形成および将来世代への承継の達

成に向けた総合的な住宅・建築行政を着実に

推進することが基本方針。

このため、平成21年度の住宅局予算は、①

高齢者が安心して暮らせる住宅セーフティネ

ットの充実（国費3,378億円）②低炭素社会

に向けた住宅・建築物の省資源・省ＣＯ２対

策の推進（同1,043億円）③住宅ストックの

再生と流動化の推進（同1,022億円）④住

宅・建築物の安全・安心の確保（同622億円）

⑤街なか居住の推進等（同283億円）に重点

を置くことにしている。

まず、セーフティネットの充実に関しては

高齢者ができる限り住み慣れた地域や家庭で

自立し、安心して暮らし続けることができる

よう、住宅政策と福祉政策の連携のとれた住

まいづくり・地域づくりを推進する。

2015年には第１次ベビーブーム世代が65歳

以上の高齢者に到達し、高齢者世帯が約

1,700万世帯、うち一人暮らし世帯は約570万

世帯（約33％）になり、2025年にはその高齢

者人口は約3,500万人のピークに達すると推

定されることから、高齢者の居住の安定確保

を図るための支援措置を創設・拡充する。

また、要介護認定者は全体的に増加し、特

に要支援・要介護１の認定を受けた者が大幅

に増加する一方、高齢者が居住する住宅のバ

リアフリー化（手すりの設置、段差の解消、

広い廊下幅の確保）がなされた住宅の割合は

6.7％、特に借家における対応はわずか2.6％

と立ち遅れていることから、高齢者の居住の

安定確保のためのモデル的な取組に対する支

援事業を創設する。

国交省の平成21年度住宅局関係
予算概算要求と住宅政策の動向

将来世代への承継に向け
総合的な住宅行政を推進
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高齢者が安全に移動するための一定のバリ

アフリー性能を備えた賃貸住宅の整備に要す

る費用等については、新たに高齢者向け優良

賃貸住宅として地域住宅交付金の基幹事業の

助成対象へ追加する。

また、ＵＲ（都市再生機構）賃貸住宅スト

ック（約77万戸）の円滑な再生・再編を促進

するため、ＵＲに対する出資金制度を拡充し

既存住棟へのエレベーターの新設による当該

住棟の低所得の既存入居者に係る家賃上昇の

抑制にも活用可能とすると共に、昭和30年代

に建設された団地の再生に係る用地費を出資

金の投入対象とする。

低炭素社会に向けた住宅・建築物の省資

源・省ＣＯ２対策では、省資源に資する「200

年住宅」への支援を行う。また、優れた省Ｃ

Ｏ２技術が導入された住宅・建築物プロジェ

クトを支援すると共に、次世代の低炭素型住

宅・建築物の技術基準の開発等を推進する。

超長期住宅先導的モデル事業

「いいものをつくって、きちんと手入れし

て、長く大切に使う」というストック社会に

おける住宅のあり方について、モデルの形で

わかりやすく提示するため広く民間等から提

案を募り、モデルプロジェクトに対し支援を

行うことなどにより、住宅の長寿命化を強力

に推進する。

ESCO事業の仕組みを活用した建築物

の省ＣＯ２対策

省エネに関する包括的なサービス提供（設

備交換等）し、省エネ効果を保証すること等

により、顧客の省エネ効果（光熱費の削減）

の一部を報酬として受け取る事業手法である

ESCO事業の活用により、中小規模の既存

建築物等の省エネ改修、省ＣＯ２を推進する

ため、事業資金の調達等を支援し、円滑な事

業実施を促進する仕組みを構築する。

消費者に対する住宅・建築物の省エネ情

△
 

△
 

△
 

報に係る表示方法等の開発

省エネ法の改正を契機として、住宅・建築

物の省エネ性能を消費者が容易に比較できる

ような情報提供を可能とするため、エネルギ

ー消費量、ＣＯ２排出量、コスト等を算定す

る際の住宅・建築物のモデル等の設定、エネ

ルギー消費量等についての統一的な算定方

法、評価方法及び表示方法の開発等を行う。

次世代の低炭素型の住宅・建築物の評価

方法等の開発

中長期的なＣＯ２排出削減目標を見据え、

エネルギー自給型の「ゼロ・エネルギー住

宅」、「創エネルギー住宅」（次頁イメージ図

参照）等の普及を視野に、外壁等の断熱性及

び設備機器の効率性の評価に加え、太陽光等

の再生可能エネルギーの導入も一体的に評価

するための評価方法や技術基準の開発を行

う。

優良住宅の取得に対する支援の拡充

金利の引き下げを通じて、省エネルギー性、

耐震性、バリアフリー性及び耐久性・可変性

が優れた住宅への誘導を図る住宅金融支援機

構への優良住宅取得支援制度について、長期

優良住宅の基準に適合する住宅を対象とする

等の拡充を行う。

また、地域建材の活用等による木造住宅市

場の活性化については、地域の木造住宅関連

産業の競争力の強化、木造住宅市場の活性化

をより効果的に展開するため、地域木造住宅

市場活性化推進事業において、木造住宅関連

事業者による地方圏と大都市圏など広域的に

地域を跨いだ連携による取組を支援する。

住宅ストックの再生と流通化の推進に関し

ては、ストック型社会への転換を図るため、

マンションの再生等を進めると共に戸建て住

宅を含めた住宅ストックの流通等の推進を図

る。

工務店やリフォーム専門工事業者、ホーム

△
 

△
 

省資源・省CO２対策で
「2 0 0 年住宅」を支援

住宅瑕疵担保履行法と改正
建築士法の執行体制を整備
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センター等の様々な業態で行われている住宅

のリフォームについては、消費者が安心して

リフォーム事業者を選択し、適切な工事がで

きるようリフォームに係る技術的知見の提供

や適正性の判断基準の検討、地域における専

門家派遣の活動に対する支援等の環境整備に

ついて助成を行う。

住宅・建築物の安全・安心の確保では、ア

スベスト対策及び耐震対策を一体的に進める

と共に、密集市街地の整備を促進する一方、

住宅瑕疵担保履行法、改正建築士法の執行体

制の整備を図る。平成23年度末までに全国

8,000haの重点密集市街地における最低限の

安全性を確保するという目標達成のため、補

助率を引き上げると共に、密集市街地におけ

る宅地面積の実態にかんがみ、共同建替えの

敷地面積要件を緩和する。

住宅瑕疵担保履行法及び改正建築士法（次

頁施行スケジュール表参照）については、住

宅の売主等に対する瑕疵担保責任の履行のた

めの資力確保の義務づけ（平成21年10月１日

施行）に向け、住宅瑕疵担保責任保険法人に

おける現場検査員の確保・育成に対する助成

を拡充すると共に、損害額が大きい基礎部分

の事故や発生件数が多い防水部分の事故の発

生原因の体系的な調査・整理、保険金支払い

ルールの整備等を通じた紛争処理支援体制の

充実に対する助成を行う。

また、高度な専門能力のある建築士による

構造設計／設備設計を導入した新制度（平成

21年５月27日施行）の円滑な施行を図るため

構造／設備設計者の技術能力向上のための講

習の実施や構造／設備設計一級建築士制度に

係る相談体制の整備などに係る取り組みに対

する支援を行う。

建築材料等の品質確保のための体制整備で

は、昨年10月に発覚した防耐火関連の大臣認

定に係る偽装問題やその後の調査結果等を踏

まえ、建築基準法に基づく大臣認定を取得し

た建築材料等の品質の確保、大臣認定の不正

取得の再発防止を図るため、市場に流通して

いる建築材料等に係る抽出検査の継続的な実

施に対する助成も行う。

重点を置く基本方針の一つである街なか居

住の推進については、人口減少社会における

より環境負荷の少ない住宅のイメージ

木造住宅の長寿命化を振興
住宅ローン減税の改正要望
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活力ある地域づくりを支える観点から、街な

か居住の推進、地域住民等による公共的空間

のマネジメント活動への支援、身の丈再開発

の推進を図る。

また、木造住宅の振興については、木材利

用の推進による環境と人にやさしい社会を構

築するとともに、木造住宅の市場競争力の強

化と中小住宅生産者の近代化、木造住宅の長

寿命化を図るため、木造住宅に係る技術開発

や木材生産者と連携した木造住宅生産体系の

整備、大工技能者の育成等の取組を推進して

いく。

なお、税制改正要望では住宅ローン減税の

最大控除額（現在160万円）を一般住宅では

300万円、長期優良住宅（200年住宅）では

650万円、一定の省エネ住宅で400万円に引き

上げる（右上表参照）。

住宅ローンを組まずに住宅を取得する場合

やリフォームなど住宅ローン減税の対象とな

らない場合でも、一定の条件を満たした良質

な住宅への投資には税額控除するなどの緊急

措置も盛り込んだ。

また、新たに長期優良住宅と一定の省エネ

住宅を適用対象に加え、長期優良住宅の場合、

3,600万円のローン残高で15年間一律1.2％、

一定の省エネ住宅の場合、3,300万円のロー

ン残高で10年間一律1.2％それぞれ控除する

一方、緊急措置では長期優良住宅を建設また

は取得した場合に増加分の費用（上限500万

円）の10％を３年間、所得税額から控除する。

主な改正・制定内容の施行スケジュール

住宅ローン減税制度の拡充

現行制度（※） 

控除対象 
借入限度額 2000万円 

160万円 

3000万円 

300万円 650万円 400万円 

3600万円 

15年 

1.2％ 1.2％ 

10年 

3300万円 

控除期間 

控除率 

最大控除額 

10年又は15年 
の選択制 

10年又は15年 
の選択制 

【10年の場合】 
1－6年目  1％  
7－10年目 0.5％  

【10年の場合】 
1％ 

【15年の場合】 
  1－10年目 0.6％ 
11－15年目 0.4％ 

【15年の場合】 
    1－10年目 0.75％ 
11－15年目 0.5％ 

一般住宅 長期優良住宅 
（200年住宅） 

一定の 
省エネ住宅 

要望内容 

※平成20年入居の場合 
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国土交通省がまとめた平成20年９月の新設

住宅着工数（上表参照）は、前年同月比54.2％

増の９万7,184戸となった。

前年同月実績を上回るのは３ヵ月連続で、

上昇幅は過去２番目の高水準だが、しかしこ

れは、昨年６月に施行された改正建築基準法

の影響で急激に落ち込んだ反動増によるもの

で、９月も10万戸には届かず９万戸台にとど

まっている。

持ち家は前年同月比19.9％増の３万496戸、

貸家は同66.9％増の３万7,972戸、分譲住宅は

同82.8％増の２万6,567戸の大幅増となり、い

ずれも３ヵ月連続で増加した。特にマンショ

ンは同217.6％増（3.2倍）の１万6,920戸と３ヵ

月連続のプラスとなったが、これは埼玉県を

はじめ首都圏の大規模物件が多かったことが

要因。

木造は同19.9％増４万5,469戸で３ヵ月連続

の増。工法別ではプレハブが同25.0％増の１

万3,460戸で３ヵ月連続増、２×４は同22.1％

増の9,365戸で６ヵ月連続増となった。

訂正 10月号（№517）目次の製品紹介「ＪＳ

Ｐのシロアリに浸食されない断熱材」の浸食

は侵食の誤りにつき訂正しお詫び致します。

3ヵ月連続増の9万7,184戸
9月の新設住宅着工

平成20年9月の新設住宅着工

プレハブ新設住宅：構造別、利用関係別戸数

枠組壁工法（ツーバイフォー）新設住宅：利用関係別戸数

新 設 住 宅 計
建　築
主　別

公 共
民 間
持 家
貸 家
給 与 住 宅
分 譲 住 宅
民 間 資 金
公 的 資 金
公 営 住 宅
公 庫 融 資 住 宅
都市再生機構建設住宅
そ の 他 の 住 宅
木 造
非 木 造
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造
鉄 骨 造
コンクリートブロック造
そ の 他

97,184
1,946
95,238
30,496
37,972
2,149
26,567
87,752
9,432
1,312
3,689
134
4,297
45,469
51,715
1,547
31,725
18,241
63
139

0.3
109.0
△00.8
△03.0
△00.9
188.5
0.6

△00.5
7.7
71.1

△05.1
91.4
6.7

△02.0
2.4

△40.6
6.8
1.4

110.0
△24.9

54.2
83.6
53.7
19.9
66.9
600.0
82.8
54.8
49.1
49.6
72.4
112.7
32.3
19.9
106.0
100.9
157.9
53.1
90.9
63.5

対前年同月比
（％）

千㎡戸
対前月比
（％）

8,286
119
8,167
3,951
1,719
115
2,501
7,495
791
75
305
11
399
4,651
3,635
104
2,260
1,257
4
10

00.8
91.4
0.1

△03.1
0.8

117.4
4.8
0.7
1.3
51.6

△10.3
96.4
3.7

△03.3
6.6

△44.8
15.3
0.7
90.2

△11.9

41.1
47.4
41.0
19.2
54.2
502.0
75.8
42.5
29.1
11.6
56.7
98.4
15.9
15.8
95.8
117.6
163.8
33.3
37.9
51.2

対前月比
（％）

対前年同月比
（％）

利　用
関係別

資金別

構造別

△は減

国土交通省「建築着工統計」

戸　　　　　　　　　数 床 面 積 の 合 計

構　　造　　別
合 計
木 造
鉄筋コンクリート造
鉄 骨 造

戸
13,460
1,578
483

11,399 

対前年同月比（％）
25.0
4.5

159.7
25.6

利 用 関 係 別
持 家
貸 家
給 与 住 宅
分 譲 住 宅

戸
5,526
7,414
47
473

対前年同月比（％）
17.7
34.9
176.5
△16.0

利 用 関 係 別

木 造

合 計

戸
9,365

対前年
同月比

％
22.1

持 家

戸
3,131

対前年
同月比

％
31.0

貸 家

戸
4,968

対前年
同月比

％
28.2

給与住宅

戸
8

対前年
同月比

％
△46.7

分譲住宅

戸
1,258

対前年
同月比

％
△ 9.6
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